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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成25年12月13日開催の当社取締役会において、株式会社ベステックスキョーエイ（以下、

「ベステックスキョーエイ」といいます。）との間で合併に関する基本合意書を締結することを決議し、

同日付にて当該基本合意書を締結したことに伴い、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。　

また、当社は、平成26年４月21日開催の当社取締役会において、ベステックスキョーエイと合併の日程

変更に関する基本合意書の修正覚書を締結することを決議し、同年４月22日付にて当該修正覚書を締結い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いた

しました。

しかしながら、このたび、平成26年９月29日開催の当社取締役会において、ベステックスキョーエイと

の合併の基本合意を解除することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基

づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

平成25年12月13日付提出の臨時報告書及び平成26年4月22日付提出の臨時報告書の訂正報告書の全範囲

 

３ 【訂正内容】

当社は、平成26年９月29日開催の当社取締役会において、ベステックスキョーエイと締結した合併に関

する基本合意書を解約することを決議いたしました。そのため、平成25年12月13日付で提出いたしました

臨時報告書及び、平成26年４月22日付で提出いたしました臨時報告書の訂正報告書を取り下げるものとい

たしました。

　以上

EDINET提出書類

株式会社　丸順(E01452)

訂正臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１臨時報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正内容

